
地域医療構想の実現に向けて伊勢志摩構想区域で検討が必要な項目 

 
 

2025年にめざすべき医療提供体制の方向性（伊勢志摩域地域医療構想要約） 

○ 伊勢赤十字病院 

・伊勢志摩区域だけでなく全県的な見地からの高度急性期機能や急性期機能

を担うことが期待される。 

 ○ 市立伊勢総合病院 

・一定程度の急性期機能を担うほか、将来にわたり回復期機能の充実を図っ

ていく。 

・在宅患者の急性増悪時の受入も担う。 

 ○伊勢赤十字病院と市立伊勢総合病院の連携 

・伊勢赤十字病院と市立伊勢総合病院との相互の人的交流を通じて、診療上

の連携を強化しながら、当該区域における医療従事者のキャリアアップを

支援する方策を検討する。 

 ○県立志摩病院 

  ・伊勢赤十字病院等との連携を前提としつつ、地勢的に一定程度の急性期機

能を担うことが求められる。 

・さらに、回復期機能または慢性期機能の充実を図ることも期待される。 

○ 回復期機能の一層の充実 

○ 在宅医療や地域包括ケアシステムにかかる体制整備 

 

 

１ 人口減少及び少子高齢化に伴う疾病構造の変化による病床の必要量 

（１）高度急性期・急性期病床の集約化 

 2016年度の病床機能報告と 2025年必要病床数と比較すると 581床過剰であ

り、2025年に向けて集約化・重点化を図る必要がある。 

 急性期については、公立、公的等病院計で構想区域の約 83％を占め、必要

病床数と公立、公的等病院比較であっても 340床過剰となっている 

⇒ 救急医療体制の維持を考慮する必要はあるものの、各病院で重複する医療

機能については、一定の集約を検討する必要がある。 
 

（２）病床の機能転換による回復期病床の確保 

 回復期は 256床不足しているため、急性期からの転換を進める必要がある。 

 回復期については、公立、公的等病院以外の医療機関で病床機能報告の約

67％を占めている。 

⇒ 回復期に機能転換を行った場合は、急性期を経過した患者を急性期病院か

ら積極的に受け入れ、連携していくことが必要である。 
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（３）人口減少等に伴う総病床数の削減 

 平成 22（2010）年以降、人口減少基調となり、2025 年には総病床数が 367

床過剰となる。 

 公立、公的等病院で構想区域の約 70％を占めている。 

 建替等による削減を含む未稼働病床の削減計画が 70床ある。 

 慢性期については、必要病床数を 46床下回っている。 

⇒ 介護医療院への転換動向の把握、在宅医療体制の確保も進めつつ、2025年

の必要病床数に向けて病床を削減していく必要がある。 
 

２ 各医療機関が提供する医療機能 

（１）公立・公的病院の役割 

 新公立病院改革プラン及び公的医療機関等 2025 プランの概要は別紙のと

おりである。 

⇒ 公立病院は、策定した「新公立病院改革プラン」をもとに、地域医療構想

の達成に向けた具体的な議論を促進する必要がある 

⇒ 公的医療機関等 2025 プラン対象医療機関が、地域において果たしている

役割等に鑑み、他の医療機関に率先して、地域医療構想の達成に向けた将来

の方向性を示すことが必要である。 

⇒ 不採算医療であっても、取り組んでいく必要がある。とりわけ公立病院に

あっては、その役割に対する責任が求められる。 

⇒ 政策医療（５疾病・５事業及び在宅医療など）の確保に取り組む必要があ

る。 

（２）救急医療提供体制 

 現在は２病院の輪番体制である。 

 救命救急センターを設置する伊勢赤十字病院が中心となり、二次、三次救

急医療体制を支えている。 

⇒ 高度急性期、急性期機能の一定の集約を検討しつつも、患者の受入体制を

確保することが求められる。 

 

（３）訪問診療、訪問看護等、在宅医療提供体制の確保 

 訪問診療の需要は、2025年には約 329人/日の増加が見込まれる。 

 訪問診療については、伊勢地区医師会及び志摩医師会が中心的な役割を果

たしている。 

⇒ 訪問診療の需要増に対応していくためには、医療資源が不足している地域

における提供体制について、検討を進める必要がある。 

   

 

 



３ 医療従事者の確保と活用 

（１）医師確保 

 伊勢志摩区域における人口 10万人あたりの医師数は、218.4であり、県平

均（217.0人）を若干上回っているが、全国平均（240.1人）を下回ってい

る。 

 安定した病院運営のために各医療機関は、医師確保の取組を強化している。 

⇒ 医師の働き方改革議論の高まりにより、夜勤・当直等における実労働時間

の減少が見込まれ、さらに医師確保が必要となると考えられる。 

⇒ 新専門医制度がスタートする中で、症例数の増加や指導医の確保等が求めら

れるため、診療科の集約（医師の集約化）が必要になり、医師確保がいっそ

う厳しくなることが想定される。 

（２）在宅医療・介護人材確保 

 伊勢志摩区域における訪問診療を実施する医療機関数は、人口 10万人あた

り 21.4施設で、県平均（16.2施設）を上回っている。また、訪問看護ステ

ーション数は、人口１万人あたり 1.0施設で県平均（0.9施設）を若干上回

っている。 

⇒ 2025年に向け在宅医療へのシフトが求められており、訪問診療、訪問看護

等在宅医療に従事する医療職員のさらなる確保と活用が必要となる。 

⇒ 医療機能の集約化等により生み出される人材については、病院内の医療サ

ービスから地域で展開する在宅医療・介護分野へ移行することについても検

討が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


